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１  はじめに  
 

食 品 衛 生 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ３ ３ 号 ， 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 ２ ４ 条 の 規 定 及 び 関 係 法 令 に 基 づ き ， 食 品 の 安 全 ・ 安 心 を 確 保

す る こ と を 目 的 と し て ， 食 品 等 の 生 産 ， 製 造 ， 加 工 ， 輸 入 ， 販 売

等 に 携 わ る 食 品 関 連 事 業 者 の 実 態 を 把 握 し ， 食 中 毒 等 に よ る 危 害

の 発 生 状 況 を 踏 ま え ， 施 設 の 食 品 衛 生 上 の 管 理 状 況 に 対 す る 監 視

指 導 を 実 施 す る た め ， 令 和 ３ 年 度 柏 市 食 品 衛 生 監 視 指 導 計 画 （ 以

下 「 監 視 指 導 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 す る も の で す 。  

こ の 監 視 指 導 計 画 に 基 づ き 監 視 指 導 等 を 実 施 し ， 市 民 の 皆 様 の

健 康 被 害 の 未 然 防 止 と ， 安 全 な 食 品 の 流 通 確 保 に 努 め て ま い り ま

す 。  

 

２  適用期間  
  

 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとします。 

 

３  対象施設及び対象者  
 

(1) 法 に 基 づ く 食 品 関 係 営 業 施 設 及 び 食 品 等 事 業 者  

(2) 食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 食 鳥

処 理 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 食 鳥 処 理 施 設  

(3) ふ ぐ の 取 扱 い 等 に 関 す る 条 例 （ 千 葉 県 ） に 基 づ く ふ ぐ 営 業 認 証

施 設 及 び ふ ぐ 処 理 師  

(4) 魚 介 類 行 商 販 売 取 締 条 例 （ 千 葉 県 ） に 基 づ く 営 業 者  

(5) 消 費 者 （ 市 民 ）  

 

４  監視指導の実施体制  
 

(1) 監視指 導の 実 施  

法 に 基 づ く 監 視 指 導 は ， 柏 市 保 健 所 生 活 衛 生 課 の 食 品 衛 生 監

視 員 が 実 施 し ま す 。 ま た ， 食 鳥 処 理 法 に 基 づ く 監 視 指 導 は ， 同

課 の 食 鳥 検 査 員 が 実 施 し ま す 。  
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  (2) 検査の実 施  

食 品 等 の 検 査 は ， 柏 市 保 健 所 衛 生 検 査 課 及 び 千 葉 県 衛 生 研 究

所 並 び に 法 第 ３ ３ 条 の 規 定 に よ る 登 録 検 査 機 関 で 行 い ま す 。 な

お ， 保 健 所 の 検 査 結 果 の 信 頼 性 を 確 保 す る た め の 業 務 管 理 基 準

（ Ｇ Ｌ Ｐ ） の 徹 底 ， 外 部 機 関 に よ る 保 健 所 の 検 査 精 度 の 検 証

（ 外 部 精 度 管 理 ） 及 び 保 健 所 内 部 に お け る 検 査 精 度 の 検 証 （ 内

部 精 度 管 理 ） の 実 施 に よ り ， 食 品 等 検 査 の 信 頼 性 の 向 上 に 努 め

ま す 。  

  

５  監視指導項目  

 
監 視 指 導 に よ り 法 ， 食 鳥 処 理 法 ， ふ ぐ の 取 扱 い 等 に 関 す る 条 例

（ 千 葉 県 ） ， 食 品 表 示 法 ， 柏 市 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 等 の 法 令 遵 守

の 徹 底 を 図 り ま す 。 さ ら に 食 品 等 の 安 全 性 確 保 の た め ， 重 点 的 に

次 に 掲 げ る 監 視 指 導 項 目 に 留 意 し て 監 視 指 導 を 実 施 し ま す 。  

 

 (1) 重点１  食 中毒 予防 対策  

食 中 毒 の 原 因 物 質 と し て 多 く を 占 め る ノ ロ ウ イ ル ス ， カ ン ピ

ロ バ ク タ ー 等 の 食 中 毒 菌 や 寄 生 虫 等 に よ る 食 中 毒 予 防 対 策 につ

い て ， 重 点 的 に 監 視 指 導 し ま す 。 指 導 項 目 は ， 次 の と お り で す。  

 

食 中 毒 菌 等  重 点 監 視 指 導 項 目  

ノ ロ ウ イ ル ス  

１  従 事 者 の 健 康 状 態 の 管 理 状 況  

２  適 切 な 手 洗 い の 徹 底  

３  加 熱 調 理 の 状 況  

４  調 理 器 具 の 消 毒 の 徹 底  

５  二 枚 貝 等 の 衛 生 的 な 取 扱 い の 徹 底  

カンピロバクター  

１  食 肉 等 の 衛 生 的 な 取 扱 い ， 二 次 汚 染 防 止 の  

 徹 底  

２  加 熱 調 理 の 状 況  

３  牛 レ バ ー 及 び 豚 の 食 肉 （ 内 臓 を 含 む 。 ） の  

 生 食 用 と し て の 提 供 禁 止  

４  鶏 肉 の 「 加 熱 用 」 の 表 示 等 の 徹 底  

-2- 



 

食 中 毒 菌 等  重 点 監 視 指 導 項 目  

腸管出血性大腸菌  

１  食肉，野菜及び果実等の衛生管理の徹底 

２  加 熱 し な い で 喫 食 す る 食 品 を 製 造 ， 加 工 す  

 る 施 設 に お い て 大 量 調 理 施 設 衛 生 管 理 マ ニ ュ  

 ア ル に 基 づ く 衛 生 管 理 の 実 施  

３  漬 物 の 衛 生 規 範 の 遵 守  

４  生 食 用 食 肉 （ 牛 肉 ） の 衛 生 管 理 の 徹 底  

５  食 肉 の 加 熱 調 理 の 状 況  

アニサキス  

１  生 鮮 魚 介 類 の 冷 凍 ・ 加 熱 に よ る 予 防  

２  生 鮮 魚 介 類 の 目 視 で の 確 認 及 び ア ニ サ キ ス

幼 虫 の 除 去  

 

 (2) 重点２  食 品製造施 設に 対す る監視指 導の 強化  

広 範 囲 に 影 響 を 与 え る 食 品 製 造 施 設 等 の HACCP に 沿 っ た 衛 生

管 理 の 監 視 指 導 に つ い て 強 化 を 図 り ま す 。 ま た ， 食 品 等 事 業

者 が 消 費 者 等 か ら 苦 情 を 受 け た 場 合 の 通 報 体 制 の 徹 底 を 図 り ，

食 品 事 業 者 と 共 に 被 害 拡 大 防 止 に 努 め ま す 。 指 導 項 目 は ， 次

の と お り で す 。  

項  目  内  容  

 施 設 の 構 造 等  

１  施 設 の 構 造 ・ 材 質  

２  手 洗 い の 設 備  

３  そ の 他 洗 浄 設 備  

 食 品 取 扱 設 備 ， 機 械 器 具  １  衛 生 的 な 設 備 ， 機 械 器 具 等  

 給 水 及 び 汚 物 処 理  
１  使 用 水 の 管 理 （ 水 質 検 査 の 確 認 を

含 む ）  

 管 理 運 営  

１  施 設 の 清 掃  

２  食 品 の 管 理  

３  食 品 衛 生 管 理 者 又 は 食 品 衛 生 責 任

者 の 設 置 の 確 認  

 食 品 取 扱 い 者  

１  健 康 状 態 の 把 握  

２  衛 生 的 な 服 装  

３  手 指 の 洗 浄 消 毒 の 確 認  

 製 品 の 管 理  １  適 正 な 方 法 で 製 造 ， 保 管 ， 出 荷 さ
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れ て い る か の 確 認  

 そ の 他  

１  製 造 記 録 （ 原 材 料 ， 製 造 管 理 ， 製

品 又 は 加 工 品 ） の 作 成 及 び 保 管  

２  HACCP に よ る 衛 生 管 理 に 必 要 と な

る 記 録 等 の 作 成 及 び 保 管  

 

 (3) 重点３  食 品流通拠 点に 対す る監視指 導の 強化  

広 範 囲 に 影 響 を 与 え る 柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 及 び 大 規 模

小 売 店 舗 等 ， 食 品 等 が 集 積 す る 流 通 拠 点 に お い て は ， 貯 蔵 ，運

搬 ， 陳 列 等 ， 食 品 等 の 衛 生 的 な 取 扱 い の 実 施 状 況 及 び 表 示 を監

視 指 導 し ま す 。 指 導 項 目 は ， 次 の と お り で す 。  

項  目  内  容  

 貯 蔵  １  衛 生 的 な 保 管 ， 設 備 等  

 運 搬  １  運 搬 器 具 の 衛 生 的 な 取 扱 い 等  

 陳 列  １  温 度 管 理 の 状 態 等  

 食 品 等 の 衛 生 的 な  

 取 扱 い の 実 施 状 況  

１  従 事 者 の 食 品 の 衛 生 的 な 取 扱 い ， 服 装  

２  手 指 の 洗 浄 消 毒 の 確 認  

 表 示  １  適 正 な 表 示 等  

 

 (4) 重 点 ４  食 品 群 ご と の 食 品 供 給 行 程 （ フ ー ド チ ェ ー ン ） を

通じた指 導項 目  

食 品 の 製 造 か ら 販 売 ま で の 行 程 に お い て ， 危 害 を 分 析 し て お

く こ と が 健 康 被 害 防 止 の た め に 必 要 で す 。 指 導 項 目 は ， 次 のと

お り で す 。  

     工 程 

 食 品 群 

受入，製造及び加工 貯 蔵 ， 運 搬 ， 調 理  

及 び 販 売  

食肉等 

（野生鳥獣肉 

を含む）及 び  

食 肉 製 品 

１ 食肉処理施設におけ

る微生物汚染の防止対

策 

２ 製造又は加工に係る

記録の作成及び保存 

１ 枝肉及びカット肉の流通管

理（保存温度，衛生的な取扱

い等） 

２ 加熱を要する食品について

の加熱調理時の温度管理 

３ 貯蔵，運搬，調理及び販売
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に係る記録の作成及び保存 

乳 及 び 乳 製 品 

１ 受入れに係る記録の

作成及び保存 

２ 製造又は加工に係る

記録の作成及び保存 

１ 温度管理及び衛生的な取扱

い 

２ 貯蔵，運搬，調理及び販売

に係る記録の作成及び保存 

食鳥卵及び卵製品 

１ 新鮮な正常卵の受入

れ 

２ 洗卵時及び割卵時の

汚染防止対策 

３ 製造又は加工に係る

記録の作成及び保存 

４ 汚卵，軟卵及び破卵

の選別等検卵 

１ 低温保管等温度管理 

２ 破卵等の検卵 

３ 加熱を要する食品について

の加熱調理時の温度管理 

４ 貯蔵，運搬，調理及び販売

に係る記録の作成及び保存 

水産食品 

（魚介類， 

水産加工品） 

１ ふぐの衛生的な処理 

２ 製造及び加工に係る

記録の作成及び保存 

１ 水産加工品の流通管理（保

存温度，衛生的な取扱い等） 

２ 加熱を要する食品について

の加熱調理時の温度管理 

３ 有毒魚介類等の排除対策 

４ 貯蔵，運搬，調理及び販売

に係る記録の作成及び保存 

野菜，果実， 

穀類，豆類， 

種実類，茶等 

及びこれらの 

加工品 

（有毒植物及 

びキノコ類を 

含む） 

１ 残留農薬検査及び食

品等事業者による出荷

時検査 

２ 生食用野菜，果実等

の衛生管理 

３ 食品等事業者による

原材料受入れ時の残留

農薬検査の実施等によ

る原材料の安全性の確

保 

４ 製造及び加工に係る

記録の作成及び保存 

１ 残留農薬検査 

２ 穀類，豆類等の運搬時のか

び毒対策 

３ 有毒植物等の排除対策      

４ 販売に係る記録の作成及び

保存 
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６  立入検査及び食品等の収去検査等  

 

 (1) 立入検査  

食 生 活 の 多 様 化 ， 食 品 流 通 の 広 域 化 に 適 切 に 対 応 す る た め ，

計 画 的 な 監 視 指 導 を お こ な い ま す 。 実 施 に 当 た っ て は 製 造 及 び

販 売 さ れ る 食 品 の 流 通 の 広 域 性 及 び 営 業 の 特 殊 性 を 考 慮 し て ，

監 視 指 導 の 重 要 度 が 高 い 順 に Ａ か ら Ｅ ま で の ５ つ の ラ ン ク に 分

類 し ， ラ ン ク に 応 じ て 検 査 の 実 施 回 数 を 定 め ま す 。 施 設 の ラ ン

ク 別 の 分 類 及 び 年 間 の 立 入 検 査 実 施 回 数 は ， 次 の と お り で す 。  

ランク 
立入検査

予定回数 
要許可施設 

Ａ 
年に 

３回以上 

１ 令和２年度に法違反による行政処分を受けた施設 

２ 食鳥処理場 

３ 柏市公設総合地方卸売市場 

Ｂ 
年に 

２回以上 

１ 大規模な食品製造施設 

２ 飲食店営業のうち大量調理施設 

Ｃ 

 

年に 

１回以上 

１ 大型商業施設 （百貨店，ショッピングセンター，ス

ーパーマーケット） 

２ 飲食店営業施設（食中毒等発生リスクが高い施設） 

３ 食品製造施設 

４ 生食用食肉を提供する営業施設（加工及び調理を行う

食肉処理業，食肉販売業，飲食店営業施設） 

５ ふぐ営業認証施設 

６ 浅漬け製造施設 

７ 集団給食施設（学校，病院，保育園，社会福祉施設） 

Ｄ 
２年に 

１回以上 

１ 飲食店営業施設（食中毒等発生リスクが低い施設） 

２ 集団給食施設（事業所） 

３ 販売業（他のランクに該当する施設を除く） 

Ｅ 
営業許可

の更新時 

１ 簡易な飲食店営業施設等 

２ 自動車を利用して行う営業施設 

 ※ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ の 導 入 状 況 等 ， 施 設 の 衛 生 管 理 状 態 が 一 定 水 準 以 上
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で あ る 場 合 ， 監 視 頻 度 を 軽 減 す る 場 合 が あ る 。  

 (2) 一斉立入 検 査  

食 中 毒 及 び 食 品 流 通 量 が 増 加 す る 夏 期 ， 年 末 等 に お い て は ，

厚 生 労 働 省 が 示 す 方 針 を 踏 ま え て ， 一 斉 立 入 検 査 を 実 施 し ま す 。  

夏 期 ： ７ 月 １ 日 ～ ８ 月 １ ５ 日  

年 末 ： １ ２ 月 １ 日 ～ １ ２ 月 ２ ８ 日  

ま た ， 大 規 模 な イ ベ ン ト 開 催 時 に は ， こ れ ら イ ベ ン ト に 関 連

し た 飲 食 に 起 因 す る 事 故 を 防 止 す る た め ， 簡 易 な 飲 食 店 営 業 等

を 対 象 に 食 品 や 調 理 器 具 等 の 衛 生 的 な 取 扱 い の 実 施 状 況 を 確 認

し ま す 。  

  

 (3) 食品等の 収 去検査等  

安 全 な 食 品 等 の 流 通 を 確 保 す る た め に ， 市 内 に お い て 生 産 ，

製 造 ， 加 工 等 さ れ た 食 品 等 及 び 給 食 施 設 で 提 供 さ れ た 食 事 等を

中 心 に 検 査 し ま す 。  

ま た ,市 内 流 通 食 品 及 び 製 造 加 工 食 品 の 放 射 性 物 質 の 検 査 を

実 施 し ま す 。  

収 去 す る 食 品 等 の 品 目 ， 検 体 数 等 は ， 次 の と お り で す 。  

 

対 象 食 品  検 体 数  検 査 機 関  

検 査 内 容  

細

菌 

理

化

学 

残

留

農

薬 

放

射

性

物

質 

生 食 用 魚 介 類  ５  柏市保健所 〇     

食 肉 製 品  ５  柏市保健所 〇  〇    

豆 腐  ６  柏市保健所 〇     

生 麺 ・ 皮  ４  柏市保健所 〇     

浅 漬  ４  柏市保健所 〇  〇    

野 菜 ・ 果 物  １ ６  登 録 検 査 機 関    〇  

洋 生 菓 子  ４  柏市保健所 〇  〇    

和 生 菓 子  ４  柏市保健所 〇  〇    

ア イ ス ク リ ー ム  ３  柏市保健所 〇     

弁 当 ・ そ う ざ い ・ 調 理 パ ン  ４ ０  柏市保健所 〇     
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対 象 食 品  検 体 数  検 査 機 関  

検 査 内 容  

細

菌 

理

化

学 

残

留

農

薬 
放

射

性

物

質 

菓 子  １ ２  柏市保健所 〇  〇    

氷 雪  ３  柏市保健所 〇     

そ の 他  ６  柏市保健所 〇     

市 内 流 通 食 品 ・ 加 工 品  ４０ 登 録 検 査 機 関     〇  

 

７  違反を発見した場合の対応  
   

 (1) 立入検査 時  

  ア  違 反 食 品 等 へ の 対 応  

    表 示 ， 製 造 基 準 等 の 規 定 に 違 反 し て い る 食 品 等 を 発 見 し た

場 合 は ， そ の 場 に お い て 改 善 指 導 を 行 う と と も に ， 必 要 に

応 じ て 関 係 都 道 府 県 及 び 保 健 所 設 置 市 等 と 連 携 し ， 廃 棄 ，

回 収 等 の 改 善 指 導 等 を 速 や か に 実 施 し ま す 。  

  イ  基 準 違 反 の 対 応  

    施 設 基 準 の 規 定 に 違 反 し て い る 状 況 を 発 見 し た 場 合 は ， そ

の 場 に お い て 改 善 指 導 を 行 う と と も に ， 必 要 に 応 じ て 書 面

に て 改 善 指 導 等 を 実 施 し ま す 。  

 

 (2) 収去検査 時  

   検 査 の 結 果 ， 違 反 等 が 発 見 さ れ た 場 合 は ， 廃 棄 ， 回 収 等 の 改

善 指 導 を 速 や か に 行 い ま す 。 ま た ， 広 域 に 流 通 す る 食 品 等 の 場

合 ， 必 要 に 応 じ て 厚 生 労 働 省 ， 消 費 者 庁 ， 関 係 都 道 府 県 ， 保 健

所 設 置 市 等 へ 迅 速 に 情 報 の 提 供 を 行 い ， 連 携 し て 違 反 に 係 る 食

品 の 流 通 防 止 措 置 ， 再 発 防 止 措 置 等 の 必 要 な 対 策 を 講 じ ま す 。  

  

 (3) 重大な違 反 事例及び 行政 処分 事例  

   法 第 ６ ３ 条 の 規 定 に 基 づ き ， 重 大 な 違 反 事 例 や 行 政 処 分 事 例
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に つ い て は ， 危 害 の 拡 大 及 び 違 反 事 例 の 再 発 の 防 止 を 図 る た め

に ， 食 品 等 事 業 者 の 名 称 ， 対 象 食 品 名 ， 対 象 施 設 等 を 適 宜 公 表

し ま す 。 ま た ， 悪 質 な 事 例 に つ い て は ， 告 発 し ま す 。  

 

８  食中毒等健康危害発生時の対応  
 

食 中 毒 発 生 時 の 対 応 及 び 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 法 第 ８ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 指 定 成 分 等 含 有 食 品 に よ る 健 康 被 害 発 生 時 の 対 応 に つ

い て は ， 速 や か に 原 因 究 明 を 行 う と と も に ， 関 係 機 関 に 迅 速 に 情

報 を 提 供 し ， 密 接 な 連 携 に よ り 対 処 し ま す 。 ま た ， 健 康 被 害 の 拡

大 防 止 の 観 点 か ら ， 食 品 等 事 業 者 及 び 市 民 に 食 中 毒 の 発 生 状 況 及

び 食 中 毒 の 予 防 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る 等 ， 健 康 危 機 へ の 対 策 を

講 じ ま す 。  

 

９  国及び他の自治体等との連携体制   

 
(1) 厚 生 労 働 省 ， 消 費 者 庁 及 び 他 の 都 道 府 県 等 の 食 品 衛 生 担 当

部局との 連携  

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日 に 「 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 」 が 公 布 さ れ ， 広 域 的 な 食 中 毒 事 案 へ の 対 策 強 化 と し て ，国

や 都 道 府 県 等 が ， 広 域 的 な 食 中 毒 事 案 の 発 生 や 拡 大 防 止 等 のた

め ， 相 互 に 連 携 や 協 力 を 行 う こ と と す る と と も に ， 厚 生 労 働大

臣 が ， 関 係 者 で 構 成 す る 広 域 連 携 協 議 会 を 設 置 し ， 緊 急 を 要す

る 場 合 に は ， 当 該 協 議 会 を 活 用 し ， 対 応 に 努 め る こ と と 定 めら

れ ま し た 。  

広 域 的 な 食 中 毒 事 案 の 発 生 時 や 流 通 食 品 等 に 係 る 違 反 時 に は ，

厚 生 労 働 省 ， 消 費 者 庁 及 び 関 係 自 治 体 の 食 品 衛 生 担 当 部 局 と連

携 し て ， 被 害 の 拡 大 防 止 を 図 り ま す 。  

  

 (2) 農林 水 産部 局及び消 費者 庁等 他機関と の連 携  

農 林 水 産 物 の 安 全 確 保 の た め ， 残 留 農 薬 等 の 基 準 違 反 を 発 見

し た 場 合 等 に お い て ， 生 産 者 に 対 し 適 切 な 改 善 指 導 が 行 わ れ る

よ う 情 報 を 提 供 し ま す 。  
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ま た ， 食 品 の 表 示 に つ い て は ， 食 品 表 示 法 の 概 念 に 基 づ き ，

農 林 水 産 部 局 や ， 不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 （ 景 品 表 示 法 ）

等 を 所 管 す る 関 係 機 関 並 び に 消 費 者 庁 と 連 携 の う え 適 正 な 対 応

を 図 り ま す 。  

 

 (3) 庁内関係 部 署との連 携  

   市 民 の 食 生 活 の 安 全 を 確 保 す る た め ， 庁 内 各 課 と 連 携 し ， 情

報 の 共 有 化 を 図 り ， 連 携 し て 対 策 を 講 じ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０  食品等事業者の自主管理の推進  

 
 (1) 食品衛生 管 理者等の 設置  

法 の 規 定 に よ る 食 品 衛 生 管 理 者 ， 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 の 規

定 に よ る 食 品 衛 生 責 任 者 の 設 置 の 徹 底 を 指 導 し ま す 。 ま た ， 知

識 の 向 上 に 向 け た 取 り 組 み の 促 進 に よ り ， 食 品 衛 生 上 の 管 理 者

と し て の 意 識 の 向 上 を 図 り ま す 。  

  

 (2) 食品等事 業 者の自主 的な 衛生 管理の推 進  

食 品 等 事 業 者 の 責 務 で あ る ， 販 売 食 品 等 の 安 全 性 を 確 保 す る

た め ， 知 識 及 び 技 術 の 習 得 ， 自 主 検 査 の 実 施 ， 記 録 の 作 成 及 び

保 存 の 促 進 を 図 り ま す 。 ま た ， 柏 市 食 品 衛 生 協 会 と 協 力 し ， 食
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品 等 事 業 者 に 対 し 助 言 ， 指 導 そ の 他 の 活 動 を 推 進 し ， 自 主 的 な

衛 生 管 理 の 向 上 を 目 指 し ま す 。  

 (3) 食品等事 業 者に対す るＨ ＡＣ ＣＰ導入 の推 進  

 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日 に 「 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 」 が 公 布 さ れ ， Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に 沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 が 定 め

ら れ た こ と か ら ， Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に よ る 衛 生 管 理 の 周 知 及 び 導 入 の

推 進 を 図 り ま す 。  

 

 (4) 表示の 監視 指導及び 周知  

 表 示 は 消 費 者 が 食 品 を 選 択 す る 際 の 重 要 な 情 報 源 で あ る こ と

か ら ， 適 切 な 表 示 が 行 わ れ る よ う ， 食 品 製 造 業 者 及 び 食 品 販 売

業 者 に 対 し ， 指 導 を 行 い ま す 。  

 

 (5) 表彰の実 施  

食 品 衛 生 の 向 上 に 貢 献 し た 者 及 び 衛 生 管 理 の 優 れ た 施 設 に 対

す る 表 彰 を 実 施 し ， 自 主 的 な 衛 生 管 理 の 意 識 の 向 上 を 図 り ま す。  

 

１１  市民との意見交換及び情報提供  
 

 (1) 監視指導 計 画策定に 当た って の意見交 換  

監 視 指 導 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は ， ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 通 じ て

監 視 指 導 計 画 （ 案 ） を 公 表 し ， 広 く 市 民 か ら 意 見 を 募 り ， い た

だ い た 意 見 を 参 考 に 監 視 指 導 計 画 を 策 定 し ま す 。 ま た ， 策 定 し

た 監 視 指 導 計 画 及 び い た だ い た 意 見 に 対 す る 市 の 考 え 方 を 公 表

し ま す 。  

 

 (2) 監視指導 計 画の実施 状況 の公 表  

令 和 ２ 年 度 に お け る 立 入 検 査 及 び 収 去 検 査 の 実 施 状 況 等 の 概

要 に つ い て は ， 令 和 ３ 年 ６ 月 末 ま で に 公 表 し ま す 。 ま た ， 一 斉

立 入 検 査 の 実 施 状 況 に つ い て は ， 年度途中においてもホームペ

ージで公表します。  

 

 (3) 食品衛生 情 報の提供  
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   広 報 紙 及 び ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 し て ， 随 時 ， 食 中 毒 の 予 防 に

関 す る 知 識 ， 食 品 等 に よ る 健 康 被 害 や 違 反 事 例 の 発 生 状 況 等 ，

食 品 衛 生 に 関 す る 情 報 を 提 供 し ま す 。  

 

 (4) 市民から の 相談業務 の実 施  

   市 民 か ら の 食 品 衛 生 に 関 す る 相 談 は ， 柏 市 保 健 所 生 活 衛 生 課

が 窓 口 と な り ， 相 談 業 務 に 当 た り ま す 。  

  

 (5) 食中毒予 防 に関する 知識 の普 及啓発  

  ア  市 民 に 対 し て ， 保 健 所 内 の 各 課 と 協 力 し ， 食 品 衛 生 に 関 す

る 知 識 の 普 及 啓 発 を 図 り ま す 。  

  イ  食 品 等 事 業 者 に 対 す る 講 習 会 を 開 催 す る と と も に ， 市 民 に

対 し て ， リ ー フ レ ッ ト ， ホ ー ム ぺ ー ジ 等 を 活 用 し ， 食 中 毒 の

予 防 に 関 す る 知 識 の 普 及 啓 発 を 行 い ま す 。  

  ウ  千 葉 県 が 食 中 毒 注 意 報 又 は 食 中 毒 警 報 を 発 令 し た 場 合 は ，

食 品 等 事 業 者 や 市 民 に 対 し て 注 意 を 呼 び か け ， 食 中 毒 発 生

の 未 然 防 止 に 努 め ま す 。  

ま た ， 国 が 食 品 衛 生 月 間 と し て 定 め て い る ８ 月 に は ， 柏 市

食 品 衛 生 協 会 と と も に 食 中 毒 予 防 パ レ ー ド を 実 施 し ， 食 品 等

事 業 者 及 び 市 民 の 食 品 衛 生 に 関 す る 意 識 の 向 上 に 努 め ま す 。  

  エ  営 業 者 向 け の 食 品 衛 生 講 習 会 に つ い て は ， 新 規 営 業 者 及 び

継 続 し て 営 業 す る か た を 対 象 に 開 催 し ま す 。  

 

 (6) 食の安全 に 関する知 識の 普及 啓発  

 柏 市 食 品 衛 生 協 会 と 協 働 し て 食 の 安 全 ・ 安 心 に つ い て の 講演

会 等 を 実 施 し ， 食 の 安 全 ・ 安 心 に つ い て 市 民 へ の 啓 発 を 推 進し

ま す 。  

 

１２  食品衛生に係る人材の資質向上  

 

(1) 食品衛 生監 視 員等の研 修  

厚 生 労 働 省 や 千 葉 県 等 が 開 催 す る 研 修 会 や 研 究 発 表 会 に 積 極

的 に 参 加 し ， 食 品 衛 生 監 視 員 ， 食 鳥 検 査 員 等 職 員 の 資 質 の 向 上
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を 図 り ま す 。  

 

(2) 営業者 及び 食 品衛生責 任者 等の 自主的衛 生管 理の 推進  

ア  定 期 的 な 講 習 会 の 開 催 時 及 び 監 視 指 導 時 に 食 品 衛 生 情 報の

提 供 を 行 い ， 営 業 者 及 び 食 品 衛 生 責 任 者 等 の 自 主 的 衛 生 管 理

の 推 進 を 図 り ま す 。  

イ  食 品 営 業 許 可 証 交 付 時 に 講 習 会 を 実 施 し ， 営 業 者 の 食 品衛

生 の 知 識 の 普 及 ・ 啓 発 を 図 り ま す 。  
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用語集  

【か行】  

簡易な飲 食店 営業 等  

食 品 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ８ 年 政 令 第 ２ ２ ９ 号 。 ） 第 ５ 条 に 規 定

す る 業 種 の う ち ， 千 葉 県 が 定 め た 一 定 の 食 品 の み を 取 扱 う 簡 易 な 飲

食 店 営 業 ， 喫 茶 店 営 業 ， 菓 子 製 造 業 を い い ま す 。  

 

魚介類行 商販 売取 締条例  

魚 介 類 の 行 商 を 取 り 締 る こ と に よ っ て ， 衛 生 上 の 危 害 を 予 防 す る

こ と を 目 的 と し て ， 昭 和 ２ ５ 年 に 制 定 さ れ た 千 葉 県 条 例 で す 。  

 

業務管理 基準 ＧＬ Ｐ (Good Laboratory  Practice) 

試 験 及 び 検 査 の 信 頼 性 を 確 保 す る た め の 管 理 手 法 の こ と で す 。

「 検 査 又 は 試 験 に 関 す る 事 務 の 管 理 」 と し て 食 品 衛 生 法 に 根 拠 が 置

か れ ， 具 体 的 に は 検 査 設 備 の 管 理 及 び 検 査 マ ニ ュ ア ル の 作 成 等 が 規

定 さ れ て い ま す 。  

 

【さ行】  

残留農薬 等の 基準 違反  

平 成 １ ８ 年 ５ 月 ２ ９ 日 か ら 残 留 農 薬 等 に 関 す る ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト

制 度 が 施 行 さ れ ， 残 留 基 準 (一 律 基 準 を 含 む 。 ） が 定 ま っ て い な い

農 薬 等 (農 薬 ， 動 物 用 医 薬 品 及 び 飼 料 添 加 物 ） が 残 留 す る 食 品 は 基

準 違 反 と さ れ ， 販 売 等 を 禁 止 さ れ ま す 。  

 

 

収去検査  

法 第 ２ ８ 条 又 は 食 品 表 示 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ り ， 食 品 関 係 営 業 施

設 に 食 品 衛 生 監 視 員 が 立 入 り ， そ の 権 限 に 基 づ い て 必 要 な 限 度 で 食

品 及 び 食 品 添 加 物 等 を 無 償 で 提 供 し て も ら い ， 試 験 検 査 す る こ と を

い い ま す 。  

 

-14- 



 

食中毒注 意報 ・食 中毒警報  

食 中 毒 が 多 発 す る 夏 期 に お い て ， 県 民 及 び 食 品 関 係 営 業 者 に 食 品

の 取 扱 い に つ い て の 注 意 を 喚 起 す る こ と を 目 的 と し て ， 千 葉 県 が 発

令 し て い ま す 。 発 令 す る 期 間 は ， ６ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま で で す 。

発 令 の 条 件 は 次 の と お り と な っ て い ま す 。  

注 意 報 ： ６ 月 １ 日 に 発 令 す る 。  

警  報 ： （ 1） 真 夏 日 (最 高 気 温 が ３ ０ ℃ 以 上 )が ３ 日 間 以 上  

           継 続 し た 場 合 。  

    （ 2) 千 葉 県 健 康 福 祉 部 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 。  

 

食鳥検査 員  

食 鳥 処 理 法 第 ３ ９ 条 の 規 定 に 基 づ き ， 都 道 府 県 等 が 指 定 す る 獣 医

師 の 資 格 を 持 つ 職 員 （ 本 計 画 で は ， 市 長 が 任 命 す る 市 職 員 ） で す 。

食 鳥 検 査 員 は ， 食 鳥 の 処 理 に 際 し ， 病 気 及 び 異 常 の 有 無 を １ 羽 ご と

に 検 査 し ， 食 鳥 肉 等 に 起 因 す る 衛 生 上 の 危 害 発 生 の 防 止 に 努 め て い

ま す 。  

 

食鳥処理 の事 業の 規制及び 食鳥 検査 に関する 法律 （食 鳥処理法 ）  

病 気 に か か っ た 食 鳥 肉 の 排 除 及 び 食 中 毒 菌 に よ る 食 鳥 肉 汚 染 の 防

止 等 ， 衛 生 上 の 危 害 発 生 の 防 止 を 目 的 と し て ， 平 成 ２ 年 に 制 定 さ れ

ま し た 。 食 鳥 処 理 の 事 業 を 許 可 制 と す る 等 の 必 要 な 規 制 を 行 う と と

も に ， 食 鳥 検 査 の 制 度 を 定 め て い ま す 。  

 

食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 食 鳥

処理法施 行規 則）  

 食 鳥 処 理 法 の 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 ４ 号 の 規 定 に 基 づ き ， 食 鳥 処 理 の

事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 を 定 め て い ま す 。  

 

食品衛生 監視 員  

法 第 ３ ０ 条 に 基 づ き ， 都 道 府 県 知 事 等 が 任 命 す る 職 員 （ 本 計 画 で

は ， 市 長 が 任 命 す る 市 職 員 ） で す 。 法 第 ２ ８ 条 に 基 づ き ， 食 品 関 係

営 業 施 設 に 立 入 り ， 食 品 及 び 帳 簿 書 類 を 調 査 し ， 食 品 等 の 収 去 及 び

食 品 衛 生 に 関 す る 指 導 を し ま す 。  
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食品衛生 管理 者  

乳 製 品 ， 食 肉 製 品 及 び 添 加 物 等 の 特 定 の 食 品 の 製 造 又 は 加 工 の 過

程 を 衛 生 的 に 管 理 す る た め ， 法 に 基 づ き 営 業 者 が 特 定 の 施 設 ご と に

設 置 す る 者 で す 。 法 に 違 反 し な い よ う 従 事 者 を 監 督 す る 責 務 を 有 し

て い ま す 。 営 業 者 が 食 品 衛 生 管 理 者 の 資 格 要 件 を 満 た す 者 の 中 か ら

選 任 し ， 都 道 府 県 知 事 （ 保 健 所 設 置 市 ・ 特 別 区 ） に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い と さ れ て い ま す 。  

 

食品衛生 責任 者  

食 品 関 係 営 業 施 設 （ 食 品 衛 生 管 理 者 の 設 置 を 義 務 づ け て い る 施 設

を 除 く 。 ） を 衛 生 的 に 管 理 す る た め ， 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 に 基 づ き ，

営 業 者 が 特 定 の 施 設 又 は 部 門 ご と に 設 置 す る 者 で す 。 衛 生 管 理 上 必

要 な 事 項 に つ い て ， 営 業 者 に 対 し 提 言 を 行 い ま す 。 営 業 者 が 食 品 衛

生 責 任 者 の 資 格 要 件 を 満 た す 者 の 中 か ら 選 任 し ， 市 長 に 届 け 出 る こ

と と な っ て い ま す 。  

 

食品衛生 法  

食 品 の 安 全 性 確 保 と 飲 食 の 衛 生 上 の 危 害 発 生 を 防 止 す る こ と で 国

民 の 健 康 を 保 護 す る こ と を 目 的 と し て ， 昭 和 ２ ２ 年 に 制 定 さ れ ま し

た 。  

 具 体 的 に は ， 食 品 及 び 添 加 物 ， 器 具 及 び 容 器 包 装 ， 表 示 及 び 広 告 ，

監 視 指 導 ， 検 査 ， 営 業 ， 有 害 食 品 等 の 販 売 禁 止 並 び に 食 中 毒 の 防 止

に つ い て 定 め て い ま す 。 

 

食品等事 業者  

食 品 等 の 採 取 ， 製 造 ， 輸 入 ， 加 工 ， 調 理 ， 貯 蔵 ， 運 搬 及 び 販 売 等

を 行 う 事 業 者 及 び 集 団 給 食 施 設 等 を 営 む 事 業 者 の こ と を い い ま す 。  

 

食品表示 法   

 食 品 を 摂 取 す る 際 の 安 全 性 及 び 一 般 消 費 者 の 自 主 的 か つ 合 理 的 な

食 品 選 択 の 機 会 を 確 保 す る た め 、 食 品 衛 生 法 、 Ｊ Ａ Ｓ 法 及 び 健 康 増

進 法 の 食 品 の 表 示 に 関 す る 規 定 を 統 合 し た 法 律 で す 。  
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精度管理  

一 定 の 精 度 を 保 っ た 測 定 結 果 が 得 ら れ る よ う に ， 分 析 方 法 を 様 々

な 手 法 に よ り 管 理 す る こ と を い い ま す 。  

 

【た行】  

大量調理 施設 衛生 管理マニ ュア ル  

集 団 給 食 施 設 等 に お け る 食 中 毒 を 予 防 す る た め ， Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ の 概

念 に 基 づ き ， 調 理 過 程 に お け る 重 要 管 理 事 項 等 を 示 し た も の を い い

ま す 。 同 一 メ ニ ュ ー を １ 回 ３ ０ ０ 食 以 上 又 は １ 日 ７ ５ ０ 食 以 上 を 提

供 す る 調 理 施 設 に 適 用 さ れ ま す 。  

 

登録検査 機関  

法 第 ３ ３ 条 に 基 づ き ， 厚 生 労 働 大 臣 の 登 録 を 受 け た 法 人 を い い ま

す 。 厚 生 労 働 大 臣 及 び 各 都 道 府 県 知 事 か ら の 検 査 命 令 を 受 け て ， 食

品 等 の 検 査 を し ま す 。  

 

【は行】  

ふぐの取 扱い 等に 関する条 例  

ふ ぐ の 取 扱 い 及 び 営 業 に つ い て 必 要 な 規 制 を す る こ と に よ り ， ふ

ぐ 毒 に よ っ て 発 生 す る 公 衆 衛 生 上 の 危 害 を 防 止 す る こ と を 目 的 と し

て ， 昭 和 ５ ０ 年 に 制 定 さ れ た 千 葉 県 条 例 で す 。  

 

ふぐ営業 認証 施設  

ふ ぐ の 取 扱 い 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ り ， 営 業 の 認 証 を 受 け た

施 設 で す 。 ふ ぐ を 販 売 等 す る 場 合 に は ， 千 葉 県 知 事 の 免 許 を 受 け た

「 ふ ぐ 処 理 師 」 が ， こ の 認 証 を 受 け た 施 設 で ふ ぐ を 処 理 し な け れ ば

な ら な い と さ れ て い ま す 。  

 

フードチ ェー ン  

食 品 安 全 基 本 法 第 ４ 条 に 規 定 さ れ て い る 「 食 品 供 給 行 程 」 の こ と

で す 。 農 林 水 産 物 の 生 産 か ら 食 品 の 販 売 に い た る 一 連 の 日 本 国 内 外

に お け る 行 程 を い い ま す 。  
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不当景品 類及 び不 当表示防 止法  

商 品 及 び サ ー ビ ス の 販 売 等 に 関 連 す る 不 当 な 景 品 及 び 不 当 表 示 に

よ る 顧 客 誘 引 を 防 止 す る た め ， 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保

に 関 す る 法 律 の 特 例 法 と し て ， 昭 和 ３ ７ 年 に 制 定 さ れ ま し た 。 商 品

を 販 売 及 び 提 供 す る に あ た り ， 誇 大 及 び 虚 偽 の 表 示 が 行 わ れ る こ と

な く ， 消 費 者 が 正 し い 情 報 に 基 づ く 商 品 を 選 択 で き る こ と を 目 的 の

一 つ と し て い ま す 。  

 

【Ａ】～ 【Ｚ 】  

ＨＡＣＣ Ｐ  

危 害 分 析 と 重 要 管 理 点 を 組 み 合 わ せ た 食 品 の 生 産 工 程 及 び 品 質 の

管 理 方 式 で す 。 原 材 料 の 受 入 れ か ら 最 終 製 品 に 至 る す べ て の 過 程 で

発 生 す る 危 害 （ 有 毒 微 生 物 汚 染 ， 異 物 混 入 等 ） を 分 析 し ， 重 要 な ポ

イ ン ト を 重 点 的 に 管 理 す る こ と に よ り ， 製 品 の 安 全 性 を 確 保 し て い

ま す 。 Hazard Analysis and Critical Control Point の 略 称

で す 。  

な お ， Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に 沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 は ， 令 和 ２ 年 ６ 月 １

日 か ら 施 行 さ れ ま し た が ， 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ５ 月 ３ １

日 ま で の 間 は ， 旧 食 品 衛 生 法 第 ５ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 柏 市 食

品 衛 生 法 施 行 条 例 第 ２ 条 で 定 め ら れ た 基 準 に 則 り 衛 生 管 理 に 取 り 組

む こ と と さ れ て い ま す 。 ま た ， 都 道 府 県 等 は ， Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に 沿 っ た

衛 生 管 理 に つ い て ， 十 分 な 準 備 期 間 を 設 け ， 丁 寧 な 情 報 提 供 ， 周 知

徹 底 ， 衛 生 管 理 の 支 援 を 行 う こ と と さ れ て い ま す 。  
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